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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回    次
第69期

第１四半期
連結累計期間

第70期
第１四半期
連結累計期間

第69期

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日

自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日

売上高 (百万円) 8,453 7,976 40,416

経常利益 (百万円) 782 509 5,714

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 567 354 3,891

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 768 337 4,765

純資産額 (百万円) 36,350 39,851 39,716

総資産額 (百万円) 52,824 57,938 59,094

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 21.75 13.63 149.12

潜在株式調整後
１株当たり四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 63.8 63.3 62.4
 

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については

記載しておりません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１

四半期連結会計期間の期首から適用しており、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る

総資産額及び自己資本比率については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっておりま

す。

４ 第69期 第２四半期会計期間より株式付与ESOP信託制度を導入しております。当該信託に係る株式付与

ESOP信託が保有する当社株式については、連結財務諸表において自己株式として計上していることか

ら、1株当たり情報の算定上、控除対象の自己株式に含めております。

５ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。

EDINET提出書類

新晃工業株式会社(E01669)

四半期報告書

 2/15



第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価

証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　
　

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善並びに設備投資の緩やかな増加などを背

景に、景気は引き続き回復基調を維持いたしました。当業界におきましては、建築着工金額が増加するなど需

要の高まりは認められるものの、当四半期における空調機の全国出荷台数は減少するなど納期調整に苦慮する

事業環境で推移いたしました。

こうした情勢のもと、当社グループは、生産量の拡大策の実行、戦略受注による収益基盤の更なる強化と合

わせて、個別受注生産サービス向上等に関するシステム投資、製販連携による生産性向上などに努めてまいり

ました。

　

セグメントの業績は、次のとおりであります。

＜日     本＞

納入現場の工事の遅れ等により、空調機器の出荷が予定通りに進まず、売上高は6,857百万円(前年同四

半期比0.8％減)となりました。利益面におきましては、空調保守工事の戦略受注強化が奏功したものの、

一部の低採算物件により、セグメント利益(営業利益)は529百万円(前年同四半期比34.7％減)となりまし

た。

　

＜ア  ジ  ア＞

主に中国を中心に景気の持ち直しの動きが見られ、採算性の改善に注力しているものの、引き続き価格

競争の激化による収益の下げ幅が大きく、売上高は1,130百万円(前年同四半期比27.1％減)となり、セグメ

ント損失(営業損失)は139百万円(前年同四半期はセグメント損失126百万円)となりました。

　

この結果、当社グループの売上高は7,976百万円(前年同四半期比5.6％減)となりました。利益面におきまし

ては、営業利益は399百万円(前年同四半期比42.8％減)、経常利益は509百万円(前年同四半期比34.9％減)、親

会社株主に帰属する四半期純利益は354百万円(前年同四半期比37.5％減)となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は57,938百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,156百万円減少とな

りました。これは主に、売上債権の減少2,511百万円、たな卸資産の増加972百万円及び投資有価証券の増加256

百万円等によるものであります。

 負債は18,086百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,291百万円減少となりました。これは主に、仕入債務

の減少574百万円及び未払法人税等の減少1,080百万円等によるものであります。

 純資産は39,851百万円となり、前連結会計年度末に比べ135百万円増加となりました。これは主に、親会社株

主に帰属する四半期純利益の計上354百万円、剰余金の配当627百万円及び非支配株主持分の増加304百万円等に

よるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び

新たに生じた課題はありません。

　

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は151百万円であります。

　

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種   類 発行可能株式総数(株)

普通株式 79,850,000

計 79,850,000
 

 

② 【発行済株式】

種    類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成30年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成30年８月10日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内    容

普通株式 27,212,263 27,212,263
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数  100株

計 27,212,263 27,212,263 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年 月 日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成30年６月30日 ― 27,212 ― 5,822 ― 1,455
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載する

ことができないため、直前の基準日である平成30年３月31日の株主名簿により記載しております。

　

① 【発行済株式】

平成30年３月31日現在

区  分 株式数(株) 議決権の数(個) 内  容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 1,051,500
 

 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 26,151,200
 

 

261,512 ―

単元未満株式 普通株式 9,563
 

 

― ―

発行済株式総数 27,212,263 ― ―

総株主の議決権 ― 261,512 ―
 

(注) 完全議決権株式(自己株式等)欄のほか、連結財務諸表において自己株式として計上している株式付与

ESOP信託の保有する当社株式が123,000株あります。なお、当該株式は、完全議決権株式(その他)の欄

に含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成30年３月31日現在

所有者の
氏名又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

(自己保有株式)
大阪市北区南森町一丁目４番５号 1,051,500 ― 1,051,500 3.86

新晃工業株式会社

計 ― 1,051,500 ― 1,051,500 3.86
 

(注) 上記のほか、連結財務諸表において自己株式として計上している株式付与ESOP信託の保有する当社株

式が123,000株あります。

　

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第64号)に基づいて作成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成30年４月１日から

平成30年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年６月30日まで)に係る四半期

連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、平成30年７月１日に名称を変更し、EY

新日本有限責任監査法人となりました。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 13,992 13,896

  受取手形及び売掛金 ※2  14,861 ※2  12,131

  電子記録債権 4,932 5,151

  商品及び製品 425 948

  仕掛品 779 1,102

  原材料 1,083 1,210

  その他 364 509

  貸倒引当金 △859 △858

  流動資産合計 35,579 34,092

 固定資産   

  有形固定資産   

   土地 5,757 5,900

   その他（純額） 6,286 6,266

   有形固定資産合計 12,044 12,166

  無形固定資産   

   のれん 791 751

   その他 432 419

   無形固定資産合計 1,223 1,170

  投資その他の資産   

   投資有価証券 8,093 8,349

   その他 2,178 2,184

   貸倒引当金 △24 △24

   投資その他の資産合計 10,246 10,509

  固定資産合計 23,514 23,846

 資産合計 59,094 57,938
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※2  5,510 ※2  4,911

  電子記録債務 3,760 3,784

  短期借入金 1,043 1,292

  1年内返済予定の長期借入金 403 403

  未払法人税等 1,190 109

  賞与引当金 611 354

  株主優待引当金 38 34

  その他 ※2  2,601 ※2  2,847

  流動負債合計 15,159 13,736

 固定負債   

  社債 500 500

  長期借入金 508 419

  役員退職慰労引当金 17 18

  株式給付引当金 38 48

  退職給付に係る負債 1,533 1,555

  その他 1,621 1,808

  固定負債合計 4,218 4,349

 負債合計 19,378 18,086

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,822 5,822

  資本剰余金 6,058 6,058

  利益剰余金 24,730 24,457

  自己株式 △1,554 △1,554

  株主資本合計 35,057 34,784

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,113 2,320

  土地再評価差額金 △728 △728

  為替換算調整勘定 393 292

  退職給付に係る調整累計額 21 18

  その他の包括利益累計額合計 1,799 1,902

 非支配株主持分 2,859 3,164

 純資産合計 39,716 39,851

負債純資産合計 59,094 57,938
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 8,453 7,976

売上原価 5,838 5,496

売上総利益 2,615 2,479

販売費及び一般管理費 1,917 2,080

営業利益 697 399

営業外収益   

 受取利息 4 0

 受取配当金 53 84

 受取賃貸料 22 26

 雑収入 24 19

 営業外収益合計 105 131

営業外費用   

 支払利息 7 5

 持分法による投資損失 3 4

 ゴルフ会員権評価損 ― 4

 賃貸費用 5 4

 雑支出 3 2

 営業外費用合計 20 21

経常利益 782 509

税金等調整前四半期純利益 782 509

法人税、住民税及び事業税 220 118

法人税等調整額 36 100

法人税等合計 257 219

四半期純利益 525 290

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △42 △64

親会社株主に帰属する四半期純利益 567 354
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純利益 525 290

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 419 207

 為替換算調整勘定 △149 △112

 退職給付に係る調整額 △5 △3

 持分法適用会社に対する持分相当額 △21 △43

 その他の包括利益合計 243 47

四半期包括利益 768 337

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 885 458

 非支配株主に係る四半期包括利益 △116 △121
 

 

EDINET提出書類

新晃工業株式会社(E01669)

四半期報告書

10/15



【注記事項】

(追加情報)

「税効果会計に係る会計基準」の一部改正等の適用

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債

は固定負債の区分に表示しております。

 
従業員に対する株式付与ESOP信託制度

当社及び一部の国内連結子会社の従業員(以下「従業員」という。)にグループへの帰属意識の醸成と経営

参画意識を持たせ、長期的な業績向上や株価上昇に対する意欲や士気の高揚を図ることを目的として、平成

29年９月より株式付与ESOP信託制度(以下「本制度」という。)を導入しております。

(1) 取引の概要

本制度は、従業員のうち一定の要件を充たす者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出す

ることにより信託を設定し、当該信託はあらかじめ定める株式交付規程に基づき従業員に交付すると見

込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって取得するものであります。従業員は、退職時

に所定の受益権確定手続きを行うことにより、株式交付規程に基づき算出した退職時における累積ポイ

ント数に応じた数の当社株式等の交付等を受けることができます。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自

己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度214百万円、

123千株、当第１四半期連結会計期間213百万円、122千株であります。

　

　

(四半期連結貸借対照表関係)

１ 受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

受取手形裏書譲渡高 347百万円 254百万円
 

　

※２  四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しており

ます。なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計

期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

受取手形 186百万円 181百万円
支払手形 169 271

その他(流動負債) 11 0
 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１

四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額

は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日)

減価償却費 184百万円 188百万円

のれんの償却額 39 39
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

１  配当金支払額

決  議 株式の種類
配当金の
総額

１株当たり
配当額

基 準 日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月28日
定時株主総会

普通株式  548百万円 21円 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金
 

　
２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

　
　

当第１四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日)

１  配当金支払額

決  議 株式の種類
配当金の
総額

１株当たり
配当額

基 準 日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月27日
定時株主総会

普通株式 627百万円 24円 平成30年３月31日 平成30年６月28日 利益剰余金
 

(注) 配当金の総額には、株式付与ESOP信託が保有する当社株式に対する配当金２百万円を含んでおります。
　

２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

　
　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

  (単位：百万円)

 
報告セグメント 調 整 額

(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２日  本 アジア 計

売 上 高      

  外部顧客への売上高 6,910 1,542 8,453 ― 8,453

  セグメント間の
  内部売上高又は振替高

0 8 9 △9 ―

計 6,911 1,551 8,462 △9 8,453

セグメント利益又は損失(△) 810 △126 684 13 697
 

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額13百万円は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

当第１四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

  (単位：百万円)

 
報告セグメント 調 整 額

(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２日  本 アジア 計

売 上 高      

  外部顧客への売上高 6,857 1,118 7,976 ― 7,976

  セグメント間の
  内部売上高又は振替高

― 12 12 △12 ―

計 6,857 1,130 7,988 △12 7,976

セグメント利益又は損失(△) 529 △139 389 9 399
 

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額9百万円は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年６月30日)

１株当たり四半期純利益 21.75円 13.63円

   (算定上の基礎)   

     親会社株主に帰属する四半期純利益 567百万円 354百万円

      普通株主に帰属しない金額 ― ―

     普通株式に係る
     親会社株主に帰属する四半期純利益

567百万円 354百万円

      普通株式の期中平均株式数 26,105千株 26,037千株
 

(注)１ １株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めている株式

付与ESOP信託が保有する当社株式は、次のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間 ―株    当第１四半期連結累計期間 122千株

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成３０年８月１０日

新晃工業株式会社

取締役会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 松     村       豊 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 谷     間       薫 印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている新晃工業株

式会社の平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成３０年４月

１日から平成３０年６月３０日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成３０年４月１日から平成３０年６月３０日まで)

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及

び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、新晃工業株式会社及び連結子会社の平成３０年６月３０日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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